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総　会　議　事　録 

 

１．開催日時　　令和７年９月１８日（木）　午前９時３０分 

 

２．開催場所　　瀬戸内市役所　２階　大会議室 

 

３．農業委員　　１１名中１０名出席し、その氏名は次のとおり 

尾　上　昭　則　　　出　射　　　實　　　宮　本　英　美　　　由 喜 門　　尊　　　

藤　原　由　果　　　宇 津 木 康 文　　　石　黒　五　月　　　藤　原　和　正　　　

大　森　茂　利　　　久　山　英　之 

欠席委員 

　　太　田　　　修 

 

４．農地利用最適化推進委員 

　　髙　田　和　之　　　時　實　乙　伊　　　佐　藤　辰　也　　　田　中　伸　五　　　

正　富　清　人　　　福　池　正　美　　　大　森　文　生　　　山　本　祐　章　　　

久　米　啓　之 

　　欠席委員 

　　 

 

５．議事に参与した者 

　　事 務 局  青木　潔 

　　事 務 局　藤原　将也 

　　事 務 局　宗平　莉衣 

 

６．議事内容 

第１号議案　　農地法第３条許可申請について 

第２号議案　　農地法第４条許可申請について 

第３号議案　　農地法第５条許可申請について 

第４号議案　　農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進 

計画（案）について 

第５号議案　　農用地利用集積等計画の取消処分について 

 

 

そ　の　他 
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事 務 局 開会を宣言する（午前９時３０分） 

これより令和７年度瀬戸内市農業委員会、第５回の総会を始めます。そ

れでは、会長よりごあいさつをお願いします。 

議長 (会長)　（あいさつ） 

皆様の適正な審査、よろしくお願いします。 

事  務  局　 ただいまの農業委員の出席数は定数１１名のうち１０名ということで、

瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が成立してい

ることをご報告します。なお、農業委員　太田　修 委員から欠席届が出

ていることを報告します。 

　　それでは、以降の議事の進行につきましては藤原会長、よろしくお願い

します。 

議 長　 それでは、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日の署 

名委員に大森　茂利 委員、久山　英之 委員よろしくお願いします。 

まず、第１号議案、農地法第３条許可申請について２番案件が■■委員

の除斥関係が入っておりますので、この案件を先に審議及び採決をした

いと思います。その間、出射委員は退席をお願いいたします。 

事務局から説明をお願いします。 

事　務　局　 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請に

ついてです。 

【２番案件】 

　　　　　　　 譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積「１，８５６㎡」。農地までの距離「１，０００ｍ」。耕

作面積「１５，１７０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取

得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるも

のです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となってい

ます。 

以上です。 

議 長   事務局の説明が終わりました。担当委員のご意見を伺います。 

２番案件について、時實委員より説明をお願いします。 

時 實　委 員　 譲受人は譲渡人の畑を今までずっと作らせてもらっていて、ご主人や息

子さんが亡くなられたので、管理ができないから今まで作っていただい

た譲受人に買ってくださいということで話がまとまりました。何も問題

ないと思いますのでよろしくお願いします。 

議 長   それでは、第１号議案の２番案件につきまして、何かご意見、ご質問あ

りましたらお願いします　。 

 



- 3 -

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　    第１号議案 農地法第３条許可申請の２番案件について可決に賛成の方は

挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長   全員賛成ということで、許可を決定します。それでは■■委員の退出を

解除します。お入りください。引き続きまして、農地法第３条許可申請

１番案件、３番案件から１５番案件まで事務局から説明をお願いします。 

事　務　局　【１番案件】 

　　　　　　　 譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積「５０８㎡」。農地までの距離「２，０００ｍ」。耕作面

積「６，６３５㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理

由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。面積「７４４㎡」。 

「牛窓町長浜 ■ ■ ■」。面積「７４５㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「１，４８９㎡」。農地までの距

離「１，５００ｍ」。耕作面積「５２，７６４㎡」。家族数、耕作者数

はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は

「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので 

１０ａあたり■ ■ となっています。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「邑久町豊原 ■ ■ ■」。面積「１３５㎡」。 

「邑久町豊原 ■ ■ ■」。面積「１１８㎡」。 

登記、現況地目いずれも「畑」。面積「２５３㎡」。農地までの距離

「１ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「３名」。

取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」による
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ものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となってい

ます。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「邑久町本庄■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「田」。

面積「１，９０３㎡」。農地までの距離「２，０００ｍ」。耕作面積

「６，６３５㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由

は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【６番案件】 

譲受人「広島県広島市中区小町４番３３号　中国電力株式会社　代表取

締役　中川　賢剛　電気業」。 

譲渡人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　株式会社彩の榊　代

表取締役　佐藤　幸次　農業」。 

農地の所在１０筆「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「１，２９３㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「８４２㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「３６８㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９８９㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「１，０９５㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９３５㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９９４㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６４４㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６０８㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６３８㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「８，４０６㎡」。取得の理由は

「その他」によるもの。譲渡の理由は「その他」によるものです。なお、

地上権設定によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在３筆「長船町飯井 ■ ■ ■」。面積「１，０７８㎡」。 

「長船町飯井 ■ ■ ■」。面積「１，２０４㎡」。 

「長船町飯井 ■ ■ ■」。面積「９９９㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「３，２８１㎡」。農地までの距

離「７，０００ｍ」。耕作面積「８，９６２㎡」。家族数、耕作者数は

いずれも「１名」。取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相
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手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあ

たり■ ■ となっています。 

【８番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町飯井■ ■ ■」。登記地目「田」。現況地目

「畑」。面積「３１５㎡」。農地までの距離「１０ｍ」。耕作面積 

「３２０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は

「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。な

お、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【９番案件】 

譲受人「広島県広島市中区小町４番３３号　中国電力株式会社　代表取

締役　中川　賢剛　電気業」。 

譲渡人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　株式会社彩の榊　代

表取締役　佐藤　幸次　農業」。 

農地の所在２筆「長船町飯井■ ■ ■」。面積「６４９㎡」。 

「長船町飯井■ ■ ■」。面積「８２０㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，４６９㎡」。取得の理由は

「その他」によるもの。譲渡の理由は「その他」によるものです。なお、

地上権設定によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【１０番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２８９㎡」。農地までの距離「３００ｍ」。耕作面積「０㎡」。

家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は「増反」によるも

の。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転に

よるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【１１番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町磯上■ ■ ■」。面積「３５４㎡」。 

「長船町磯上■ ■ ■」。面積「１５２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「５０６㎡」。農地までの距離

「３０ｍ」。耕作面積「０㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。

取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」による

ものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となって

います。 
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【１２番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在２筆「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「８５９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「７１２㎡」。 

登記地目、現況地目「田」。または「畑」。面積「１，５７１㎡」。農

地までの距離「２０ｍ」。耕作面積「２，３６３㎡」。家族数、耕作者

数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は

「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので 

１０ａあたり■ ■ となっています。 

【１３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「４３０㎡」。農地までの距離「２０ｍ」。耕作面積 

「２，３６３㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由

は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【１４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

農地の所在地「長船町磯上 ■ ■ ■」。登記、現況地目いずれも「畑」。

面積「２２２㎡」。農地までの距離「２０ｍ」。耕作面積 

「２，３６３㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由

は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

【１５番案件】 

譲受人「広島県広島市中区小町４番３３号　中国電力株式会社　代表取

締役　中川　賢剛　電気業」。 

譲渡人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　株式会社彩の榊　代

表取締役　佐藤　幸次　農業」。 

農地の所在１１筆「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「１，０１９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５７２㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５７９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「９３４㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５６９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「９３７㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５０４㎡」。 
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「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「３０１㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「６７１㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「７５７㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「２０２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「７，０４５㎡」。取得の理由は

「その他」によるもの。譲渡の理由は「その他」によるものです。なお、

地上権設定によるもので１０ａあたり■ ■ となっています。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長　  続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、髙田委員より説明をお願いします。 

髙 田　委 員   譲受人と譲渡人は親戚にあたるということで、譲渡人が整理したいとい

うことで問題ありません。 

議 長　 続きまして、３番案件について、時實委員より説明をお願いします。 

時 實　委 員　 譲渡人が譲受人に作ってもらっていて、譲受人は高齢で作れないので買

ってくださいということでお願いしたら、買うということで話がまとま

りました。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

議 長　 続きまして、４番案件について、田中委員より説明をお願いします。 

田 中　委 員   はい、４番案件について説明させていただきます。譲渡人は今県外にい

て、土地の管理ができないということで、今まで近所の方が管理をして

いましたけど、譲受人が管理してもいいということでそういう話になり

ました。贈与というかたちで話がついたようです。問題はないかと思い

ますが、今、柿の木が２、３本あります。以上です。 

議　　　　長　　続きまして、５番案件について、正富委員より説明をお願いします。 

正 富　委 員　 はい、説明いたします。１番案件と同じような状態です。譲受人は米を

作るのに、機械がまだ全部揃っていない状態で、機械を借りて耕作する

そうです。特に問題はないと思いますので、検討よろしくお願いします。 

議　　　　長 　続きまして、６番案件、９番案件、１５番案件は後ほど事務局より説明

をします。 

７番案件、８番案件について、福池委員より説明をお願いします。 

福 池　委 員　 ７番案件を説明いたします。譲渡人は長年耕作をしておりません。管理

も大変で、譲り先を探しておりました。その話を聞きまして、近くで耕

作しております譲渡人を私が紹介し、話がまとまりました。問題はござ

いません。よろしくお願いします。８番案件ですけども、譲渡人はこの

畑を相続しましたが、本人は九州に住んでいるので、不動産屋を通し、

譲受人に売却しました。譲受人は野菜を作りたいとのことで問題はない

と思います。よろしくお願いします。 

議　　　　長　　続きまして、１０番案件から１４番案件について、時岡委員より説明を

お願いします。 
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時 岡　委 員　 １０番案件についてご説明します。譲渡人はこちらに住んでいないとい

うことで、譲受人が屋敷を買われたそうです。その時の条件として、畑

も合わせて買ってくださいということで話がまとまったそうです。今回

３条の申請がなされたということです。１１番案件ですが、こちらも同

じような条件で、譲受人は県外に住んでいますが、譲渡人の屋敷を買わ

れて、その時の条件として、田畑についても買ってくださいという条件

で、話がまとまったということで３条の申請がなされたということです。

それから、１２、１３、１４番案件ですが、太陽光発電がくると見晴ら

しも悪くなるので、できたら買わせてもらえないかと譲渡人に話をした

ところ、よろしいですよと話がまとまりました。ご審議のほどよろしく

お願いします。 

議 長   それでは、事務局から６番、９番、１５番案件についての説明をお願い

いたします。 

事 　務　 局　 では、６、９、１５番案件について私の方から説明させていただきます。

なお、６番案件の大森委員と９番案件の福池委員、そして１５番案件の

時岡委員からは、事務局から説明させていただくことをご承諾いただい

ております。営農型太陽光発電については、皆様、7月の全体をお集ま

りいただいた時に、新規の３条許可申請について許可保留となった件に

ついては記憶に新しいところだと思います。これについては、市内のす

でに許可を受けたところの一部で、きちんと管理ができていないという

ことで、許可保留になっている状態です。その前の６月、それよりも前

に３条許可を受けたものについて、この度、この議案にある通り、３条

の地上権設定および第３号議案 農地法第５条許可申請に出てくるパネ

ルの設置が一時転用、ついては、その 7月の時も説明した通り、営農型

太陽光発電の設備の設置にかかるガイドラインの中で、地域計画、今年

の４月から始まった地域計画において、地元の合意を得る必要がありま

す、という決まりになっていることから、7月の末にそれぞれの地区、

地元の関係者、具体的には農業委員、会長や推進委員、関係業者、地元

の隣接の農業者の方、水利関係の代表の方、そして事務局を交えて、皆

さんと話をして、管理の体制であるとか、緊急時の連絡体制やどういっ

た取り組みをしようとしているのか、というような話をいただいて、３

地区それぞれにおいて一応合意形成が図られました。そしてその合意形

成が図られた上で、地域計画の中で合意が図られましたよ、ということ

を公表した上で、この度、正規の手続きを踏んで、この第１号議案の地

上権設定、後ほど出てくる第３号議案の一時転用申請の議案を上呈して

いるところです。事務局からは以上です。 

議 長   それでは、第１号議案につきまして、１番案件および３番案件から１５

番案件まで何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 
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（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　    第１号議案 農地法第３条許可申請の１番案件および３番案件から１５番

案件まで可決に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

議 長   全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして、第２号議案　農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事　務　局   議案資料、４頁をご覧ください。第２号議案 農地法第４条許可申請につ

いてです。 

【１番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町山手 ■ ■ ■」。登記地目「田」。現況地目

「畑」。面積「１１３㎡」。転用目的「露天駐車場」。施設の概要「露

天駐車場　１１３㎡」。農地区分１０ａあたり収量「第２種農地　普通

畑」。資金なし。隣地への被害はありません。なお、転用申請、農用地

区域外農地です。位置図は資料１３頁をご覧ください。邑久中学校から

北へ５００ｍの場所が今回の申請地となっております。現地写真と合わ

せてご覧ください。以上、説明を終わります。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件について、大河原

委員より説明をお願いします。 

大河原委員   はい。１番案件についてご説明をいたします。ちょうど場所は今事務局

からご説明あったように、朝倉モータースからずっと山手に向かって東、

Ｔ字路の近くということでございます。この申請人はですね、生活面で

も駐車場がないということで、以前からそういう申し出があったのです

が、この度、事務局の方でご相談されて、申請をいたしましたとこうい

うことで報告を受けております。先般来られまして、許可の署名を致し

たということでございます。近隣に対してもいささかの問題はないとい

う風に判断をしておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。以上です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

議 長   ありがとうございました。それでは、第４条のご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 

 

（意見なし） 
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それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　    第２号議案 農地法第４条許可申請の１番案件の可決に賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

 全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして、第３号議案　農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事　務　局   議案資料、５頁をご覧ください。第３号議案 農地法第５条許可申請につ

いてです。 

【１番案件】 

借人「広島県広島市中区小町４番３３号　電気業　中国電力株式会社　

代表取締役　中川　賢剛」。 

貸人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　農業　株式会社彩の榊　

代表取締役　佐藤　幸次」。 

農地の所在１０筆「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「１，２９３㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「８４２㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「３６８㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９８９㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「１，０９５㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９３５㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「９９４㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６４４㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６０８㎡」。 

「長船町東須恵 ■ ■ ■」。面積「６３８㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「８，４０６㎡」。転用目的「営

農型太陽光発電装置」。施設の概要「営農型太陽光発電装置　 

２，８２６.７４㎡」。農地区分１０ａあたり収量「第２種農地　 

米４２０㎏」。資金■ ■ 。隣地への被害はありません。なお、賃貸借

権設定で、１０ａあたり■ ■ 、９筆農用地区域内、１筆農用地区域外

農地です。位置図は資料１４頁をご覧ください。日本一のだがし売場の

周辺が今回の申請地となっております。左側の地積図をご覧ください。

１０筆が今回の申請地となっております。次の現地写真と併せてご覧く

ださい。 

【２番案件】 
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借人「広島県広島市中区小町４番３３号　電気業　中国電力株式会社　

代表取締役　中川　賢剛」。 

譲渡人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　農業　株式会社彩の

榊　代表取締役　佐藤　幸次」。 

農地の所在２筆「長船町飯井 ■ ■ ■」。面積「６４９㎡」。 

「長船町飯井 ■ ■ ■」。面積「８２０㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「１，４６９㎡」。転用目的「営

農型太陽光発電装置」。施設の概要「営農型太陽光発電装置　 

４１６.８３㎡」。農地区分１０ａあたり収量「第２種農地　米　４２０

㎏」。資金 ■ ■ 。隣地への被害はありません。なお賃貸借権設定で、

１０ａあたり■ ■ 、農用地区域内農地です。位置図は資料１６頁をご

覧ください。美和幼稚園から８００ｍのところに今回の申請地がありま

す。地積図をご覧ください。２筆が今回の申請地となっております。現

地写真と併せてご覧ください。 

【３番案件】 

借人「広島県広島市中区小町４番３３号　電気業　中国電力株式会社　

代表取締役　中川　賢剛」。 

譲渡人「東京都青梅市富岡３丁目１０８９番地１　農業　株式会社彩の

榊　代表取締役　佐藤　幸次」。 

農地の所在１１筆「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「１，０１９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５７２㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５７９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「９３４㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５６９㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「９３７㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「５０４㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「３０１㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「６７１㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「７５７㎡」。 

「長船町磯上 ■ ■ ■」。面積「２０２㎡」。 

登記、現況地目いずれも「田」。面積「７，０４５㎡」。転用目的「営

農型太陽光発電装置」。施設の概要「営農型太陽光発電装置　 

２，３９３．９５㎡」。農地区分１０ａあたり収量「第２種農地　米　 

４２０㎏」。資金■ ■ 。隣地への被害はありません。なお、賃貸借権

設定で、１０ａあたり■ ■ 、農用地区域内農地です。位置図は資料１

７頁をご覧ください。日本マタイ株式会社がありまして、その周辺が今

回の申請地となっております。地積図をご覧ください。１１筆が今回の

申請地となっております。次の現地写真と併せてご覧ください。 
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以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長　  続きまして、こちらも事務局より説明をお願いします。 

事　 務 　局　  ほどの農地法第３条許可申請とこの５条の一時転用申請は一体をなすも

のでして、説明については先ほど事務局から申し上げた通りです。皆様

に見ていただいた位置図の箇所に営農型太陽光発電を設置することにつ

いて、各地区の皆様と協議をして、合意形成が図られているところでご

ざいます。簡単な説明にはなりますが、以上です。 

議 長    それでは、ただいまの第３号議案　農地法第５条許可申請について、何

かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

　　　　　　　  第３号議案　農地法第５条許可申請の１番案件から３番案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ということで、承認します。 

続きまして、第４号議案　農業経営基盤強化促進法による農用地利用

集積等促進計画（案）について、事務局の説明をお願いします。 

事　務　局    議案資料、６頁をご覧ください。 

 　　　　　　　 

【第４号議案　農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積等促進計

画（案）議案書をもとに説明】 

 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長   ただいまの第４号議案につきまして、何かご意見、ご質問がありました

らお願いします。 

 

（意見なし） 

 

　　　　　　　  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、報告承認とします。 

続いて、第５議案　農用地利用集積計画の取消処分について事務局より

お願いします。 

事　 務　 局   １２頁をご覧ください。第５号議案 農用地利用集積計画の取消処分につ

いてでございます。 
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番号１、権利の設定を受けた者「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ 

■■■ ■■■」。権利を設定した者、「■■■■■■■■■■ ■■ 

■■ ■■■ ■■■」。設定した土地、邑久町百田 ■ ■ ■、他一筆。

面積合計１，４５６㎡。権利を設定した期間ですが、３年で令和７年３

月１０日から令和１０年３月９日となっております。取り消し事由とい

たしましては、下に記載しております通り、権利を設定したもの、上で

申し上げました■ ■ ■、農地所有者、具体的かには■ ■ ■の姉の■ 

■ ■という方になります。これが別人であり、農地所有者の同意なく

して違法に交わされた賃貸借権設定であったことが先般判明したため、

このたび取り消しの議案を上呈差し上げるものです。少し具体的に説明

させていただきます。この対象農地は昭和６２年に当時の所有者であっ

た賃貸人である■ ■ ■の母が亡くなって以降、未相続の農地の状態に

なりました。令和２年の３月から■ ■ ■氏は現在の賃借人である■ 

■ ■に農地を貸しつけておりまして、令和７年の２月に貸借期間の更

新を行ったところでございますが、令和７年６月に、今回の相談者であ

り、現在の土地所有者である■ ■ ■の代理人である弁護士の方から、

この利用権設定の取り消しに関する相談がありました。具体的には、こ

の土地については、兄弟の間で係争中ということで、２月７日に正式な

裁判の結果を経て、お姉様の所有権となりました。この貸し借りの手続

きについては１月２０日に事務局の方に提出がなされまして、翌月の２

月１３日に公告がされて効力発揮となっておりますが、所有権移転の情

報をな把握するのにタイムラグが生じる都合上、お姉様の土地になって

いることが判明しないまま公告がなされたもので、ここに記載があると

おり、お姉様の方が、この土地の貸借がなされていることを知って、同

意をされていれば問題はないのですが、この貸し借りについても同意し

た覚えがないということでしたので、権利の設定を受けられた■ ■ ■

と権利を設定した■ ■ ■の方にこの事実をお伝えして、この９月の農

業委員会において、取り消しの議案を上程させていただく旨を通知して

了解を得て取り消しとなっております。この取り消しについては農業経

営基盤強化促進法の基本要項の中で市が取り消しを行うのですが、それ

にあたっては農業委員会の意見を聞くことと、農業委員会の決定を経る

こととなっておりますので、皆様のご審議をいただければなと思ってお

ります。なお、本件は許可ではなく、承認案件となっております。 

議　　　　長　 事務局の説明が終わりました。本案件について何かご意見、ご質問あり

ませんでしょうか。ないようですので、本案期について報告書をとさせ

ていただきます。以上で提案審議全て終了いたしました。続いてその他

の項目についてです。事務局、お願いします。 

事　務　局    今後の総会の予定について、令和７年度１０月の通常総会は、１０月 
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１５日水曜日に瀬戸内市役所　２階　大会議室で開催予定です。１１月

の通常総会は、１１月１３日木曜日に瀬戸内市役所　２階　大会議室で

開催予定です。 

議 長    他にご意見、ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和７年度９月

の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時２０分　閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印す

る。 

 

 

令和７年９月１８日 

 

議　　　長　　　藤　原　和　正 

 

署 名 委 員　　　大　森　茂　利 

　　　　　　　 

署 名 委 員　　　久　山　英　之 

 


